
４ 個別事業の進捗状況について 



数値目標がない事業

年度
達成
度
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数値目標がある事業（事業番号：３８、３９、４２、６２、６６、７２） 

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

1　男女共同参画の理解の促進

市民文化
局

人権・男女
共同参画
室

38

審議会等委員
に占める女性
の割合向上の
ための取組を
推進し、平成
33（2021）年度
までに40％とな
るようめざしま
す。

事前協議、参加
状況調査、プラ
スワンキャン
ペーン等取組実
施

事業
番号

所管局

４　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

市民文化
局

Ⅱ　働く場における男女共同参画の推進

人権・男女
共同参画
室

(1)人権教育・啓発の推進

事業 事業概要 平成30(2018)年度実績

1

担当部署

Ⅰ　男女の人権尊重及び家庭・教育における男女共同参画の推進

今後
の方
向性

　　審議会等委員に占める女性の割合について調査を実施し現状を把握するとともに、推薦団体への働きかけなど目標値達成に向けて取り組みます。

(15)審議会等の市の政策・方針決定過程への女性の参画の推進

　　男女平等についての理解を深めるための事業や広報を実施します。

次年度の課題

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

「男女平等推
進週間」事業
の実施

「男女平等推
進週間」等の
事業を実施し
ます。

★数値目標がない事業の達成度
Ａ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を上回る取組や配慮を行った

Ｂ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を概ね達成した取組や配慮を行った

Ｃ 男女平等推進行動計画の目標に対し、一定の取組や配慮を行ったが課題がある

Ｄ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標達成に向けた取組ができなかった

Ｅ 事業を実施していない

※男女平等推進行動計画の目標については、調査票の中の目標、基本施策、施策及びその趣旨の記載を参照し

てください。

男女平等推進行動計画の目標

目標の達成に向けた基本施策

基本施策の達成に向けた施策と施策の概要

★数値目標がある事業の達成度
A 目標値が達成された
B 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで１０％以内
C 前年度並み、もしくは前年度と比較して数値が下降した、かつ目標値まで１０％以内
D 目標値達成まで１０％以上の開きがある
E 実施していない

★今後の方向性

１ 充実

２ 現状維持

３ 縮小

数値目標
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事業
番号

4

市民・市民グ
ループが男女
共同参画の視
点を持つことが
できるような学
習機会の提供
や人材育成及
び情報提供を
行います。

男女共同参画
センター協働
事業、情報提
供事業

男女共同参画センター
協働事業：計6市民団体
等の事業を採択し、講
座やイベントを実施
し、延べ1,091人の参加
があった。
・インターンシップ：
短期14人を受け入れ、
男女共同参画センター
事業の企画・運営等を
通じて、学習機会の提
供を行った。

市民グループ・団
体からの提案に基
づき、協働で講座
等を行うことで、
団体の活動支援及
び地域に根差した
男女共同参画の推
進に繋がった。

事業

Ⅰ　男女の人権尊重及び家庭・教育における男女共同参画の推進

1　男女共同参画の理解の促進

年度ごとの達成度（男女共同参画の
視点に配慮した事業の推進度）

「ワーク・ライ
フ・バランス」を
テーマに、男性の
育児・家事参加に
ついて市民を対象
に啓発を行った。

今後
の方
向性

次年度の課題 担当部署平成30(2018)年度実績 所管局事業概要

(1)人権教育・啓発の推進

　　男女平等についての理解を深めるための事業や広報を実施します。

1

「男女平等推
進週間」等の
事業を実施し
ます。

「男女平等推
進週間」事業
の実施

・日吉出張所、多摩区
役所、高津区役所、広
報コーナーにて男女平
等施策に係る展示を
行った。
・男女平等推進週間に
あわせて「すくらむ２
１まつり」を6月24日に
開催し、4,170名の参加
があった。
・広報用チラシを作成
し、市内公用施設等で
配架した。
・市ＨＰ上で「男女平
等推進週間」コンテン
ツを作成し、掲載し
た。

男女平等推進週間
にあわせて配布し
た広報用チラシに
ついては、男女共
同参画の視点に配
慮してイラストを
作成した。

引き続き、男女平
等推進週間での啓
発を行い、市民が
男女共同参画につ
いて考える機会を
提供することを目
指す。

2 市民文化局
人権・男女
共同参画室

2

引き続き協働事業
などを通じた市民
団体等への支援、
及びインターン
シップ生の受け入
れなどを行ってい
く。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

　　男女平等に関する学習機会を提供します。

(2)男女共同参画に関する生涯学習の推進

男女平等かわ
さきフォーラム
の開催

3

男女の人権尊
重に関する研
修や講座を実
施します。

・すくらむネット21と
共催で、平成31年2月16
日、山田亮さんを講師
に「楽家事でワーク・
ライフ・バランス！～
ワーク家事をライフ家
事にする方法～」を
テーマに男女平等川崎
フォーラムを開催し、
130人が来場した。

2

男女平等につ
いての理解を
効果的に深め
るために、さま
ざまな機会や
市のあらゆる
施設を積極的
に活用した広
報を実施しま
す。

市内公共施設
における広報
や、市ＨＰを活
用した広報

・市内公共施設で、男
女共同参画センター主
催講座の広報チラシの
配架や、「男女平等推
進週間」広報チラシ等
の配架を行い、男女平
等施策の周知を図っ
た。
・「男女平等推進週
間」や「女性に対する
暴力をなくす運動期
間」に合わせ、啓発
ページを市ＨＰに掲載
した。

様々な機会を捉え
広報を実施するこ
とで、男女平等施
策の理解促進に繋
がった。

2

引き続き、市内公
共施設における広
報チラシの配架や
市ＨＰを活用した
広報を行い、男女
平等施策の周知に
努めていく。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女共同参画
センターによる
研修・講座の
実施

・男女共同参画基礎講
座として、離婚・モラ
ルハラスメント・相続
をテーマとした法律講
座、「ライフキャリア
講座　50代からの生き
方講座」、映画上映会
の開催を実施し、延336
人の参加があった。

ライフキャリア講
座は「50代向けの
講座を増やしてほ
しい」という市民
からの声を踏まえ
全6回開催した。夫
婦でも参加できる
内容とすること
で、男性の参加も
多く見られた。

2

引き続き、市民を
対象にした講座を
実施することで、
生活上の困難課題
を乗り越える気付
や課題を理解し、
次の行動につなが
る学びの場を提供
することを目指
す。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

2

令和元年度も引き
続き、男女平等
フォーラムの開催
を通じ、男女共同
参画社会の理解の
促進に努める。 市民文化局

人権・男女
共同参画室

23



H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

　　一人ひとりが自立と思いやりの意識を育み、個人の尊厳と男女平等を推進する教育を実施します。

H30
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R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
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R2
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R3
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H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

男女共同参画
の視点から、保
育所、幼稚園、
学校の運営及
び保育・教育活
動の充実に努
めます。8

園長会議等に
おける人権研
修の実施、及
び保護者や地
域への周知啓
発

公立保育所職員階層別
研修にて、子どもの権
利等人権についての理
解を深めた。（参加200
名）
また、虐待予防に関す
る内容でキャリアアッ
プ研修を実施（参加671
名）
各保育園での保護者説
明会にて保護者にも周
知した。

職員の研修及び保
護者・子どもへの
周知啓発を計画通
り、実施できた。

2

次年度も引き続
き、研修等を通し
て、一人一人を思
いやる意識を育む
取組みを推進す
る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

教育委員会
事務局

人権・共生
教育担当

こども未来
局

運営管理課

小学校の児
童・教員等に向
けた教材を活
用した学習を
実施し、男女平
等に対する意
識を高めます

7

男女平等教育
参考資料「自
分らしくかがや
く」の作成・配
布

男女平等教育
参考資料「自
分らしくかがや
く」の活用

男女平等教育参考資料
「自分らしくかがや
く」を作成し、市内小
学3年生を対象に配布し
た。

計画通り市内小学3
年生を対象に、男
女平等教育参考資
料を作成、配布し
た。

2

引き続き、男女平
等教育参考資料
「自分らしくかが
やく」を作成し、
男女平等に対する
意識啓発を図る。
また、教員を対象
としたアンケート
結果を踏まえ、内
容の検討・調整を
行っていく。

合同校長会議におい
て、男女平等参考資料
の周知と活用を呼びか
けた。

各学校で資料を活
用してもらうため
には、管理職の周
知が必要である。
男女平等に配慮し
た点として、男女
どちらかの意見に
偏らないよう配慮
した。

2

5

教育文化会館・
市民館におい
て、｢男女平等推
進学習」の講座
や情報提供の実
施、学習スペー
スの確保等を通
じて、市民の男
女平等に関する
学習の機会を提
供します。

「男女平等推
進学習」講座
の実施、及び
情報提供の実
施（学習環境
整備事業）

教育文化会館・市民館
において、｢男女平等推
進学習」講座を実施
し、情報提供を行っ
た。

男女平等について
の理解を深めるた
めの学習機会の提
供を行った。
インターンシップ
受け入れにより、
実践的な学習機会
を提供した。

2

次年度も引き続
き、教育文化会
館・市民館におい
て、｢男女平等推進
学習」講座や情報
提供の実施を通じ
て、男女平等に関
する学習の機会を
提供する。

人権・男女
共同参画室

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

6

男女平等推進
学習や、家庭・
地域教育学級
等における男
女平等推進研
修への講師紹
介や出前講座
を行います。

男女共同参画
センターの市
民館等への出
前講座

市民館等にお
けるＰＴＡ家庭
教育学級等へ
の講師紹介、
及び男女共同
参画センターと
連携した事業
の実施

高津区役所や今井中学
校、下河原小学校の防
災講座等に講師を紹介
したほか、麻生市民館
市民自主学級事業に男
女共同参画センター職
員が情報提供者として
参加するなど、計14件
の講師派遣・コーディ
ネートを行った。

センターへの来館
以外にも、地域に
出向くことで広く
情報提供を行え
た。また、セン
ターの知名度向上
にも寄与した。

2

継続した取組とし
て、市民館等を対
象とした男女平等
や男女共同参画に
関する講座への講
師派遣や紹介を行
う。

市民館等におけるＰＴ
Ａ家庭教育学級等への
講師紹介等の支援を
行った。

2

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

引き続き研修を通
して啓発をしてい
く。

(3)就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

男女平等について
の理解を深めるた
めの学習機会の提
供を行った。

次年度も引き続
き、市民館等にお
けるＰＴＡ家庭教
育学級等への支援
や男女共同参画セ
ンターとの連携に
関する情報を提供
する。

市民文化局

24
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8

男女共同参画
の視点から、保
育所、幼稚園、
学校の運営及
び保育・教育活
動の充実に努
めます。

(5)メディア・リテラシー
※1
の向上と男女共同参画の視点に立った広報・啓発の推進

※1　メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションする能力を、構成要素とする複合的な能力のこと

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

人権尊重教育推進担当
者研修（約180名）やラ
イフステージに応じた
教職員研修（初任者研
修(約320名)・2校目異
動者研修（約200名)・
中堅教諭等資質向上研
修（約280名)、15年経
験者研修（約100名）、
教頭研修（約180名）、
校長研修(約180名))に
おいて、子どもの権利
学習をもとに、男女を
問わず一人一人の個性
や能力を発揮できる学
校環境・学習環境の在
り方の重要性について
啓発を図った。

平成30年度から、
10年経験者研修
が、中堅教諭等資
質向上研修と名称
が変更となった
が、引き続き男女
どちらの意見に偏
らないよう配慮し
ながら周知啓発を
実施した。

2

無料の学習スペー
スを提供するとと
もに、情報誌や男
女共同参画に関す
る書籍を紹介する
「ＢＯＯＫイン
フォメーション」
等を発行し、情報
提供に努め、市民
及び事業者の活動
を支援する。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

　　様々な情報を読み解き、適切に発信する能力を身に付けるための教育を実施するとともに、性別にとらわれず、個性に基づく男女の多様なあり方を尊重
することに留意した広報を実施します。

12

情報を読み解
き発信する力
の向上のため
の講座や講師
紹介及び情報
提供、学習ス
ペースの確保
等を通じた市
民及び事業者
の活動を支援
します。

男女共同参画
センターでの講
座実施、及び
情報提供事業
の実施（情報
提供室の充実
等）

男女共同参画センター
の情報提供室を男女共
同参画に関する書籍の
閲覧、パソコン・イン
ターネットも利用でき
る環境として無料で開
放している。
すくらむ21インフォ
メーション、メールマ
ガジン、情報誌「すく
らむ」などを発行し、
男女共同参画に関する
情報提供を行った。

男女共同参画に関
するメティア・リ
テアシーの向上の
ため、男女共同参
画に関する書籍の
閲覧やパソコン・
インターネットの
利用環境の提供、
情報誌などを通じ
て、利用者等に情
報提供を行った。

2

引き続きキャリア
在り方生き方教育
推進事業を実施
し、研修等で、子
どもたち一人一人
の自立に向けた教
育への教職員の理
解を深めていく。

教育委員会
事務局

教育改革推
進担当

11

男女共同参画
の視点からイ
ンターンシップ
（就業体験）や
体験学習等を
通じたキャリア
形成を支援し
ます。

男女共同参画
センターにおけ
るインターン
シップ実施、及
び職場体験の
受け入れ

・男女共同参画セン
ターにおいて、短期イ
ンターンシップ14名を
受け入れ、事業の企
画・運営等を通じて、
大学生のライフキャリ
ア支援を行った。
・ジョブシャドウイン
グ、職場体験：市立中
学校２校、計13名を受
け入れた。

インターンシッ
プ、職業体験の受
入を通じ、実践経
験の場を提供し
た。

2

引き続き、イン
ターンシップ生等
を受け入れ、男女
共同参画センター
での事業実施等を
通じて、就業体
験、学習機会の提
供を行う。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

10

男女共同参画
の意義やワー
ク・ライフ・バラ
ンスについて
の理解促進等
も含めたキャリ
ア教育の体系
的・効果的な推
進を図ります。

「キャリア在り
方生き方教育」
の推進

「キャリア在り方生き
方教育」の推進のた
め、全市担当者研修会
を２回、説明会を２
回、研究推進校情報交
換会を３回開催し、子
どもたち一人一人の自
立に向けた教育への教
員の理解を深めた。

・子どもたち一人
一人の自立に向け
た教育への教員の
理解を研修を通し
て深めた。
・家事や職業的に
役割分担等の偏り
がないように配慮
して作成したキャ
リア在り方生き方
ノートの配布を継
続した。
・高校生用キャリ
ア在り方生き方
ノート試作版の配
布に向けて、表紙
を男女の服装や色
に配慮して作成し
た。

2

引き続き研修会等
を通して周知を図
る。

学校保健と連携
し、性を中心とす
る思春期教育を実
施した。また、若
年妊娠等個別の相
談に対応した。 2

今後も学校保健と
連携し、思春期教
育を実施する。

こども未来
局

こども保健
福祉課

教育委員会
事務局

人権・共生
教育担当

(4)若者の将来を見通した自己形成や社会参画の促進

　　各人の生き方、能力、適性を考慮し、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに主体的に進路を選択し社会参画できるようにするための支援を行いま
す。

9

男女共同参画
の視点から子
育てにかかわ
ることができる
よう、育児体験
講座等の実施
を通じて、次世
代を担う若者
たちを支援しま
す。

思春期の保健
向上を目指し
た健康教育（健
全母子育成事
業）の実施

保健福祉センターにお
いて思春期保健に関わ
る個別相談を実施する
とともに、市内の小中
高校等関係機関と連携
し、思春期保健に関わ
る集団健康教育を効果
的に実施する。
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広報資料の作
成にあたって
は、「公的広報
の作成に関す
る表現の手引」
の活用を徹底
し、男女共同参
画の視点に配
慮します。

14

「公的広報の
作成に関する
表現の手引」
の作成、及び
趣旨周知

多くの市民へ発信
する情報に男女平
等推進の視点や、
その他人権配慮の
観点から不適切な
表現のないような
広報を行った。
また、紙面や広報
番組の中で、男女
平等関連イベント
について扱うな
ど、男女平等推進
に関する広報を所
管課と協力して
行った。

2

「かわさき市政だ
より」：引き続き
市の広報について
男女平等推進の視
点に配慮し事業を
執行していく。
「広報テレビ番
組・広報ラジオ番
組の製作」：男女
平等や人権の尊重
に充分配慮し、テ
レビ・ラジオにお
いて、効果的な情
報発信を行う。併
せて、所管課と協
力して、男女平等
推進に関する広報
を行う。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

局内に手引きを配付
し、広報資料の作成の
際にそれを活用するよ
う周知を図った。

男女平等の視点を
取り入れた内容表
現に配慮するよう
周知し、意識啓発
を図った。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

「かわさき市政だよ
り」：記事作成の際に
は手引きを活用するな
ど、男女平等に配慮し
て事業を執行した。
「広報テレビ番組・広
報ラジオ番組の製
作」：台本作成及び番
組放送等の際には、手
引きを活用するなど、
男女平等に配慮して事
業を執行した。

2

引き続き、各所属
が男女平等の視点
を常に意識して広
報資料の作成に取
り組めるよう、庶
務課から継続して
働きかけていく。

・5月23日に開催した
「川崎市男女共同参画
推進員連絡調整会議」
合同会議で、手引を配
布し、男女共同参画推
進員を通じて、庁内各
課において手引を活用
し男女平等推進の視点
に立った資料等作成が
行えるよう周知した。
・5月24日に開催された
「広報広聴主管会議」
において、手引きの配
布及び活用について周
知した。

手引の配布・周知
を行うことで、公
的資料作成におけ
る男女共同参画の
視点への配慮に向
けた啓発に繋がっ
た。

13

メディアからの
情報を主体的
に読み解き、人
権を尊重し、適
切に発信する
能力を育成す
るため、学校に
おける情報教
育を行います。

教育の情報化
推進事業（児
童生徒の情報
活用能力育成
に向けた取組
の推進）

・「川崎市版情報活用
能力チェックリスト
2017」を活用し児童生
徒が自らの情報活用能
力を自己評価できるよ
うにした。
・小・中学校におい
て、情報活用能力の育
成をめざして授業研究
を実施した。
・教育情報化推進モデ
ル校において情報教育
を推進し、その効果や
指導上の留意点等につ
いて研究を進めた。

学校での授業研究
を行い、これから
の時代には男女を
問わず情報活用能
力の育成がますま
す重要であること
を呼びかけ、好評
であった。     男
女平等に配慮した
として、男性、女
性双方の視点か
ら、情報モラルを
始め情報活用能力
の育成に必要な研
究を進めた。

2

引き続き、情報活
用能力の育成に向
けた研究・研修を
進めるとともに、
今後は、児童生徒
の情報モラルを高
めるための教職
員、保護者のへの
研修、啓発等の事
業をさらに推進し
ていく。

教育委員会
事務局

情報・視聴
覚センター

男女共同参画の視点に
配慮されているか確認
し、不適切な点があれ
ば見直しを要請した。

性別にとらわれ
ず、個性に基づく
男女の多様なあり
方を尊重するよう
配慮した広報を概
ね実施した。 2

引き続き、男女共
同参画の視点に配
慮するため、「手
引」の周知等を行
い、職員への意識
啓発を行ってい
く。

財政局（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

2

手引の内容を社会
情勢等の変化に合
わせて適宜見直し
を行い、より的確
に男女共同参画の
視点に立った資料
等作成が行えるよ
うにする。

市民文化局
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

総務企画局
局（広報資
料作成局）
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広報資料の作
成にあたって
は、「公的広報
の作成に関す
る表現の手引」
の活用を徹底
し、男女共同参
画の視点に配
慮します。

14

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

広報広聴主管課とし
て、局内の広報物に対
し「公的広報の作成に
関する表現の手引」の
視点を持った確認を
行った。

手引きの活用によ
る男女共同参画の
視点に配慮した広
報の実施した。

2

次年度も引き続
き、啓発の取組を
推進する。

経済労働局
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）・
企画課

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

局内で「公的広報の作
成に関する表現の手引
き」について周知徹底
を図り、男女共同参画
の視点に配慮した広報
資料を担当所属におい
て作成した。

手引きの周知徹底
を図り、男女共同
参画の視点に配慮
して広報資料を作
成した。

2

引き続き局内で手
引きの周知徹底を
図るとともに、男
女平等の視点が考
慮されているか確
認し、不適切な項
目があれば見直し
を要請していく。

環境局（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

2

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

「かわさきし子育てガ
イドブック」等のこど
も未来局が発行した刊
行物については、性別
にとらわれず、男女平
等の視点を踏まえた表
現に留意し、作成し
た。

ほぼ目標どおり実
施できたため。

2

次年度も引き続
き、男女共同参画
の視点に配慮した
広報を実施する。

こども未来
局（広報資
料作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

「公的広報の作成に関
する表現の手引」の活
用を徹底するよう周知
し、男女平等の視点に
立った表現で広報資料
等を作成するよう配慮
した。

2

今後も引き続き手
引等を活用し、男
女共同参画の視点
に配慮した広報活
動を行うよう周知
徹底していく。

港湾局（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

建設緑政局
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

局部所長会議等で男女
共同参画に係る資料を
配布するなど、局内へ
の浸透を図った。

局内会議等で、男
女共同参画に係る
資料を配布し、局
内の理解を深め
た。

2

今後も引き続き、
手引きを参考に継
続して男女共同参
画の視点に配慮
し、局内への浸透
を図る。

まちづくり
局（広報資
料作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの内容を踏ま
え、男女共同参画の視
点に配慮しながら広報
資料を作成するよう促
した。

広報資料の作成に
あたり、手引きを
活用して男女共同
参画の視点に配慮
した。

2

次年度も引き続
き、手引きを活用
して男女共同参画
の視点に配慮した
広報を行ってい
く。

広報資料の作成にあ
たっては、「公的広報
の作成に関する表現の
手引」の活用を各課へ
周知し、男女共同参画
の視点に配慮した広報
を実施した。

男女共同参画の視
点に配慮した広報
を適切に実施し
た。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

次年度も引続き男
女共同参画の視点
に配慮した広報を
行う。

健康福祉局
（広報資料
作成局）

27



H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

H30
(2018) B

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

14

広報資料の作成に当た
り、手引きを活用し、
男女平等の視点に配慮
する。

引き続き、市政だ
よりや各種広報資
料の作成に当たっ
ては、手引きを活
用し、男女平等の
視点に配慮した表
現になるよう、随
時確認を行った。

手引きを活用し、
男女平等の視点に
配慮した。

2

引き続き｢表現の手
引｣を活用し、男女
平等の視点に配慮
しながら刊行物の
作成・発行にあた
る。

局内事業において、手
引きを周知し、男女平
等推進の視点に配慮し
た。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用による男
女共同参画の視点に配
慮するよう必要に応じ
て回覧等により広報を
実施。

手引きの活用のみ
ならず、男女共同
参画の視点に係る
通知等を各課へ周
知した。

2

引き続き実施して
いく。

2

引き続き所管課へ
手引きの周知を行
い、男女平等の視
点に配慮してい
く。 宮前区役所

（広報資料
作成局）

幸区役所
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

各課へ手引きの周知を
行い男女共同参画の視
点に配慮した。

川崎区役所
（広報資料
作成局）

臨海部国際
戦略本部
（広報資料
作成局）

広報資料作成にあ
たり、手引きの活
用を行うよう各課
へ周知した。

2

今後も引き続き、
各課へ手引きの周
知を行い、男女共
同参画の視点に配
慮した広報をして
いく。

高津区役所
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

中原区役所
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

広報資料の作
成にあたって
は、「公的広報
の作成に関す
る表現の手引」
の活用を徹底
し、男女共同参
画の視点に配
慮します。

2

今後も引き続き、
広報資料の作成・
発行に当たって
は、手引き等を活
用しながら、男女
平等の視点に配慮
していく。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

2

引き続き、市政だ
よりや各種広報資
料の作成に当たっ
ては、手引きを活
用し、男女平等の
視点に配慮する。

企画課

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

本部内での手引きの周
知を図り、引き続き男
女平等の視点に配慮し
た広報資料の作成・発
行を行った。

ＰＲ動画の作成や
「ニュースレ
ター」の記事作成
に際しては、内容
や写真・イラスト
などについて男女
の露出をほぼ等し
くするなど、男女
平等に配慮し、性
差を感じさせない
よう配慮した。

2

引き続き、「会計
事務ニュースレ
ター」の発行にあ
たっては、手引き
を活用し、掲載す
るイラストについ
て男女平等の視点
に配慮していく。

会計室（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

「会計事務ニュースレ
ター」は会計事務につ
いての広報であり、男
女平等の視点に配慮す
る内容ではないが、掲
載するイラストについ
て手引きに沿うよう配
慮し、6月、9月、12月
及び3月の年4回発行し
た。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

所管課へ手引きの周知
を行い、男女平等の視
点に配慮した。

機会を捉え、所管
課へ手引きの周知
を行い、男女平等
の視点に配慮し
た。

掲載するイラスト
が、男女どちらか
に偏らないように
配慮した。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施
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広報資料の作
成にあたって
は、「公的広報
の作成に関す
る表現の手引」
の活用を徹底
し、男女共同参
画の視点に配
慮します。

14

広報資料の作成にあた
り、男女共同参画の視
点に配慮した。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

2

今後も引き続き、
手引き等を活用し
て男女共同参画の
視点に配慮した広
報を行っていく。

2

引き続き、手引き
の内容を関係各課
へ周知するととも
に、病院等で作成
する来院者向けの
広報資料等につい
て、手引きを活用
し、男女平等の視
点に配慮しながら
資料作成にあた
る。また、市政だ
よりをはじめとし
た広報資料の取り
まとめにあたって
も、手引きを活用
し男女平等の視点
に配慮しながら内
容を審査する。

男女共同参画の視
点に配慮した広報
を実施した。

2

引き続き男女共同
参画の視点に配慮
した広報の実施を
推進します。

昨年度と同程度の
男女平等の配慮を
図ることができ
た。

男女いずれかに偏った
表現にならないよう配
慮した広報を実施し
た。

概ね男女共同参画
の視点に配慮する
ことができた。

2

特になし

多摩区役所
（広報資料
作成局）

麻生区役所
（広報資料
作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施 交通局（広

報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）・
企画課

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

病院局（広
報資料作成
局）

男女共同参画の視
点に配慮した広報
を実施した。

2

看護職員募集のパ
ンフレットも男女
比のバランスに注
意して作成した。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

上下水道局
（広報資料
作成局）

市民オンブ
ズマン事務
局（広報資
料作成局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

広報誌及び広報関
係の資料の作成に
あたり、男女平等
推進の視点で行う
よう配慮した。

2

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

年4回新聞折り込み等に
より広報紙を配布し
た。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

各機関に発信する情報
及び刊行物等は、常に
男女平等推進の視点に
配慮しているかを検証
した。

広報資料の作成に
あたり、継続し
て、男女平等推進
の視点となってい
るか点検しながら
事業を実施する。

消防局（広
報資料作成
局）

区役所の各所属に手引
きについて周知し、男
女共同参画の視点に配
慮した広報を実施し
た。

引き続き男女平等
の視点に配慮し、
年４回の広報紙及
び広報に係る資料
の作成を継続して
行う。

交通局ニュース、交通
局報、報道発表等の広
報資料において、男女
平等の視点に立った資
料の作成を行った。

資料作成の周知及
び広報資料の点検
を行い、概ね達成
できている。

2

昨年度に引き続
き、手引きの内容
及び男女平等推進
の視点に配慮した
資料作成を周知し
たうえで、広報資
料の点検を行う。

手引きの内容を関係各
課へ周知するととも
に、病院等で作成する
来院者向けの広報資料
等について、手引きを
活用し、男女平等の視
点に配慮しながら資料
作成にあたった。ま
た、市政だよりをはじ
めとした広報資料の取
りまとめにあたって
も、手引きを活用し男
女平等の視点に配慮し
ながら内容を審査し
た。
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15

14

広報資料の作
成にあたって
は、「公的広報
の作成に関す
る表現の手引」
の活用を徹底
し、男女共同参
画の視点に配
慮します。

男女平等推
進員所属課
（庶務課）・
企画課

2

引き続き、刊行物
の作成にあたって
は、手引きを活用
し、男女平等推進
の視点に配慮して
いく。

人事委員会
事務局（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

総務企画局

階層別研修で男女平等
推進等に関する研修を
行った。
参加者数：新規採用職
員研修（280人）、採用
2年目職員研修（eラー
ニング）（298人）、中
堅職員研修（212人）、
係長研修Ⅰ（191人）、
新任課長研修（122
人）、技能・業務職員
研修（28人）、任期付
職員研修（eラーニン
グ）(25人)（平成31年2
月1日現在）

次年度も引き続
き、研修を実施す
る。

男女平等やＤＶを
テーマに含む研修
の実施によって、
市職員の人権意識
向上に繋がった。

管理職会議等で男女共
同参画の視点に係る資
料を配布し、局内への
周知を図った。

局内へ男女共同参
画の視点に係る資
料を周知すること
で、職員の理解を
深めた。

2

今後も引き続き局
内へ男女共同参画
の視点に係る資料
等の周知を行い、
男女平等の視点に
配慮する。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

教育委員会
事務局（広
報資料作成
局）

市議会広報紙「議
会かわさき」の作
成にあたっては、
前年度に引き続
き、格差や差別的
な表現がないよう
作成を行った。 2

引き続き、偏りや
固定的なイメージ
にとらわれず文章
表現、写真、挿絵
等に格差や差別的
な表現などがない
ようジェンダーフ
リーの視点で配慮
するとともに、
「男女平等推進」
への理解と意識の
浸透を図る。

議会局（広
報資料作成
局）

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

引き続き男女共同
参画の視点に配慮
していく。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

行政改革マ
ネジメント
推進室

人権・男女
共同参画室

各職種別・役職別研修
等において、研修主催
課の要望に応じて講師
派遣を行い。男女平等
施策を含む人権全般を
テーマにした講義を実
施した。

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

男女平等及び
男女平等推進
施策への理解
を深めるため
の職員研修を
実施します。

階層別研修の
実施

市議会広報紙「議会か
わさき」の作成にあ
たっては、偏りや固定
的なイメージにとらわ
れず文章表現、写真、
挿絵等に格差や差別的
な表現などがないよう
ジェンダーフリーの視
点で配慮し、「男女平
等推進」への理解と意
識の浸透を図った。

研修等への講
師派遣

男女いずれかに偏った
表現にならないよう配
慮した広報を実施し
た。

概ね男女共同参画
の視点に配慮する
ことができた。

男女平等推
進員所属課
（庶務課）

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

刊行物の作成にあたっ
て、差別的表現がない
よう配慮をおこなっ
た。

差別的表現がない
よう配慮を行っ
た。

市民文化局

選挙管理委
員会事務局
（広報資料
作成局）

監査事務局
（広報資料
作成局）

2

(6)市職員の意識改革

　　男女共同参画の視点に配慮して施策事業を推進するために、市職員を対象とした研修等を実施します。

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

手引きの活用
による男女共
同参画の視点
に配慮した広
報の実施

2

引き続き、庁内外
への研修等への講
師派遣を実施し、
男女平等推進や施
策への理解促進を
図る。

男女平等推進を含
む人権に関する研
修、服務に関する
研修を各研修で
行った。

所管課へ手引きの周知
を行い、男女平等の視
点に配慮した。

機会を捉え、所管
課へ手引きの周知
を行い、男女平等
の視点に配慮し
た。

2

引き続き所管課へ
手引きの周知を行
い、男女平等の視
点に配慮してい
く。

2
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18
市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

15

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

16

17

人権・男女
共同参画室

男女比率を把握
し、公表に向けて
適切に実施した。

人権・男女
共同参画室

2

次年度も引き続
き、必要に応じて
性別データの把握
及び公表に努め
る。

アンケート調査等の実
施にあたっては、必要
に応じて性別データの
把握に努めた。

必要に応じて適切
に実施した。

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

法定受託事務として国
の基準による調査を実
施し、その結果、男女
別に集計を行った統計
調査結果について、男
女比率が把握できる資
料を公表した。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

引き続き、男女平
等推進の視点に配
慮し、アンケート
調査等を実施して
いく。

2

アンケート結果に
ついては、令和元
年度に「データ
ブック」を作成・
公表する。

2

次年度も引続き必
要に応じて性別
データの把握に努
め、公表を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

男女平等などの人権に
関する理解を深める職
員研修を実施した。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

2

次年度もアンケー
ト調査を実施する
場合は、引き続
き、男女共同参画
の視点に配慮して
実施する。

こども未来
局（統計資
料作成局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

市民文化局
（統計資料
作成局）

2

市民文化局

次年度も引き続
き、社会教育施設
職員への研修を推
進する。

引き続き、会議等
の場において、ポ
ジティブアクショ
ンへの理解促進に
向けた説明を行
う。

市民文化局

調査結果を市ホー
ムページや刊行物
等で広く一般に公
表した。

ポジティブ・アク
ションについての
説明を実施するこ
とで、市職員の意
識啓発の機会と
なった。

2

総務企画局
（統計資料
作成局）

男女比率の把
握、及び公表

今年度実施したアン
ケート調査において
は、男女比率を把握で
きるよう実施した。

男女比率の把
握、及び公表

生涯学習推
進課

男女比率の把
握、及び公表

男女平等などの人
権についての理解
を深めるための研
修を実施した。

2

ほぼ目標どおり実
施できたため。

(7)男女平等推進のための統計の実施及び公表

・川崎市民を対象に
「かわさきの男女共同
参画アンケート」を実
施した。

回答者が様々な性
自認をもつことを
踏まえ、性別記載
欄は女性・男性・
（自由記載）・答
えたくない、の4択
とした。

　　性別により課題やニーズが異なる場合があることに留意し効果的に事業を推進するため、アンケートの実施やデータ把握に努めます。

社会教育施設
職員への研修
の実施

男女共同参画
の視点に配慮
して事業を推
進するために、
ポジティブ・ア
クションへの理
解を促進しま
す。

会議や研修を
通じた理解促
進

男女平等の理
解を深め施策
を効果的に推
進するために、
市民へのアン
ケート等の調
査を実施しま
す。

・5月31日に開催した
「川崎市男女共同参画
推進員連絡調整会議」
で、ポジティブ・アク
ションの説明を行っ
た。
・各事業担当部署が男
女共同参画の視点から
年度ごとの取組を点検
するため、進捗状況調
査票を見直し、男女共
同参画の視点に配慮し
た事業の推進度を記載
する欄を調査項目に追
加した。

男女平等及び
男女平等推進
施策への理解
を深めるため
の職員研修を
実施します。

男女平等に関
する市民アン
ケートの実施
（男女共同参
画センター調
査研究事業）

教育委員会
事務局

市の統計調査やアン
ケート調査等の実施に
あたっては、必要に応
じて性別データの把握
に努め、公表を行っ
た。

健康福祉局
（統計資料
作成局）
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市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

18

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

高津区役所
（統計資料
作成局）

・中原区内に在住する
満18歳以上の男女（外
国籍の区民を含む）
2,000人を対象として、
平成30年5月15日～5月
31日にアンケート調査
を実施した。
・有効回収率：56.8%
（1,135人）

性別・年齢等、回
答者属性を訪ねる
設問を設定し、回
答者の男女比率な
どのデータを把握
した。

今後も引き続き、
男女平等推進の視
点への配慮を行っ
ていく。

性別・年齢等、回
答者属性をたずね
る設問を設定し、
回答者の男女比率
などのデータを把
握した。

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

事業アンケートや
庁舎に関する市民
要望を通じて、性
別により異なる
ニーズを把握し
た。

引き続き男女平等
の視点に配慮し、
調査等を行う。

建設緑政局
（統計資料
作成局）

幸区役所
（統計資料
作成局）

統計資料作
成所管課
（企画課）
記入後、庶
務課（男女
共同参画推
進員所属
課）で取り
まとめ

2

2

隔年実施のため、
来年度の調査は実
施せず、再来年度
の実施に向けて検
討を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

市バスお客様アン
ケート調査は、統
計上、男女比率を
把握する必要がな
いことから、性別
記載欄を設けてい
ない。

2

・幸区に在住している
満18歳以上の男女個人
2,000人（外国人を含
む）を対象として、平
成30年9月21日～10月5
日に調査を実施した。
・有効回収率：54.5%
（1,090人）

性別・年齢等、回
答者属性をたずね
る設問を設定し、
回答者の男女比率
などのデータを把
握した。

統計調査において、性
別データが把握できる
よう実施した。

2

今後、性別データ
の把握が必要な調
査が生じた場合は
把握に努めてい
く。

交通局（統
計資料作成
局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

まちづくり
局（統計資
料作成局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

5

隔年実施のため、
次回の令和2年度で
の実施に向けた検
討を進める。

男女比率の把
握、及び公表

男女共同参画の理
解の促進に向け、
必要に応じ実施し
た。

2

継続して把握、分
析を実施していく
とともに、必要に
応じて、各部署間
で共有し、男女平
等に留意した事業
推進に役立てる。

消防局（統
計資料作成
局）

男女比率の把
握、及び公表

アンケート調査等の実
施にあたっては、必要
に応じて性別データの
把握に努めた。

男女比率の把
握、及び公表

アンケート調査の実施
にあたっては、必要に
応じて性別データの把
握に努めた。

男女比率の把
握、及び公表

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

統計調査やアン
ケート結果におい
て、男女平等の視
点から現状の把握
及び分析を行っ
た。

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

中原区役所
（統計資料
作成局）

男女比率の把
握、及び公表

区民祭等でアンケート
調査を実施した。

アンケート調査を
行う際には、必要
最低限の性別デー
タの把握とした。
また、性別の欄に
「男性」「女性」
の他に「その他」
を設けた。

2

引き続き男女平等
の視点に配慮し、
アンケート調査等
を行う。

上下水道局
（統計資料
作成局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

市バスお客様アンケー
ト調査を実施した。

2

お客様アンケート
調査を引続き実施
し、市バスに対す
るお客様満足度の
把握に努める。

統計調査やアンケート
の実施にあたり、性別
データについても把握
ができるよう努めた。
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市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

18

選挙管理委
員会事務局
（統計資料
作成局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

人権・男女
共同参画室

教育委員会
事務局（統
計資料作成
局）

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め・企画課

毎年実施する調査
ではないが、実施
年度においては、
引き続き男女平等
の視点等に配慮し
ながら実施する。

男女比率の把
握、及び公表

５月１日期日の市立学
校統計調査において
は、市独自調査として
男女別の児童生徒数を
把握、公表している。

調査結果を市ホー
ムページで広く一
般に公表した。

2

次年度も引き続
き、必要に応じて
性別データの把握
及び公表に努め
る。

市民文化局

2

引き続き、男女平
等に関わる人権侵
害について、問題
解決に向けて関係
機関等と連携して
適切な対応に努め
る。

男女比率の把
握、及び公表

男女比率の把
握、及び公表

人事行政の適正な運営
のため、採用・昇任・
勤続年数等における男
女比率を調査した。

調査結果をもと
に、川崎市職員の
人事に関する統計
報告を作成した。

2

(8)男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進

　　女性や男性の様々な悩みや人権侵害に関する相談事業を実施するとともに、性同一性障害に関する相談支援を行います。また、相談窓口の周知に努め
    ます。

19

女性のさまざま
な悩みにかか
る相談事業を
実施します。

男女共同参画
センター女性
総合相談

ハローウィメンズ１１
０番（電話・面接相
談）において、電話相
談4,558件、面接相談
112件、年間合計4,670
件の相談があった。

前年度を上回る相
談件数があり、大
きな役割を果たし
た。

2

研修等を通じ、引
き続き相談の質の
向上に努めなが
ら、実施してい
く。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

男女共同参画
センター男性
相談

「男性のための電話相
談」を実施し、133件の
相談があった。

人権オンブズ
パーソン制度

人権・男女
共同参画室

男性のさまざま
な悩みにかか
る相談事業を
推進します。

かわさき市民アンケー
トの項目として選挙に
係る調査を実施した。

性別や年齢等の回
答者属性に係る設
問があったため、
回答者の男女比率
などのデータを把
握することができ
た。

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

男女比率の把
握、及び公表

市議会広報紙「議会か
わさき」のアンケート
では、トランスジェン
ダーなど、性的少数者
への配慮から性別欄を
設けていない。

市議会広報紙「議
会かわさき」のア
ンケートでは、ト
ランスジェンダー
など、性的少数者
への配慮から性別
欄を設けていない
が、格差や差別的
な設問がないよう
行った。

2

人権オンブ
ズパーソン
担当

アンケートの実施
にあたっては、ト
ランスジェンダー
など、性的少数者
への配慮を念頭に
引き続き行ってい
く。

市民オンブ
ズマン事務
局

男女平等に関わる人権
侵害について、問題解
決に向けた助言・支援
を行うとともに、関係
機関等と連携して適切
な対応に努めた。

2

研修等を通じ、引
き続き相談の質の
向上に努めなが
ら、実施してい
く。

前年度を上回る相
談件数があり、大
きな役割を果たし
た。

男女平等に関わる
人権侵害につい
て、問題解決に向
けた助言・支援を
行うとともに、関
係機関等と連携し
て適切に対応を
行った。

2　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

市民文化局

議会局（統
計資料作成
局）

引き続き、適正な
調査のもと、統計
報告を作成する。

人事委員会
事務局（統
計資料作成
局）

21

男女平等に関
わる人権侵害
について、問題
解決に向けた
助言・支援や、
関係機関等へ
の調査・調整
等を実施しま
す。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務
課（男女共
同参画推進
員所属課）
で取りまと
め

2

市の統計調査
やアンケート調
査等の実施に
あたっては、必
要に応じて性
別データの把
握に努めます

20
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市民オンブ
ズマン事務
局

人権オンブ
ズパーソン
担当

人権・男女
共同参画室

健康福祉局
精神保健福
祉センター

教育委員会
事務局

教育相談セ
ンター

23

男女平等や人
権侵害に関す
る相談窓口を
周知します。

市ＨＰ、年度報告書、
市政だより、広報掲示
板での広報や広報コー
ナー、区役所ロビー等
でのパネル展示を行っ
た。また、各種イベン
トでの相談カードや広
報パンフレットの配布
のほか、男女共同参画
センターと連携した高
校生対象の人権学習の
実施や、関係機関等と
の会議を通じて制度の
周知に努めた。

男女平等に関わる
人権侵害の相談窓
口について、市Ｈ
Ｐ、年度報告書、
市政だより等での
広報のほか、区役
所等でのパネル展
示や各種イベント
での広報物の配
布、男女共同参画
センターと連携し
た広報活動等を実
施した。また、関
係機関等との会議
を活用し、制度の
周知を行った。

2

引き続き、市Ｈ
Ｐ、年度報告書、
市政だより等での
広報のほか、区役
所等でのパネル展
示や各種イベント
での広報物の配
布、男女共同参画
センターと連携し
た広報活動等を実
施する。また、関
係機関等との会議
を活用した制度の
周知に努める。

相談カードの配布
を通じて、相談事
業の周知を実施し
た。

性同一性障害の高校生
年齢以上の相談窓口と
して、本人、家族等か
らの相談に対応した。
また講演等普及・啓発
活動を実施した。

高校生年齢以上の
相談窓口として、
本人及び家族等か
らの相談に対応し
たほか、相談従事
者を対象とした研
修「ＧＩＤ（性同
一性障害）研修
会」を企画開催し
た。性同一性障害
の基礎知識やその
相談動向と事例を
通して、性の多様
性と対応方法につ
いて、関係者への
周知及び対応技術
の向上を図った。

性同一性障害をは
じめとして、多様
な性的マイノリ
ティのあり方を受
入れ対応するよう
努めた。

引き続き、相談事
業の周知を図るた
め、配架先の開拓
に努める。

市民文化局

制度等の周知
広報

女性相談及び男性相談
の電話番号・相談日等
を記載したカードを作
成し、市内公共施設、
民間事業者、高校定時
制等に配架し、窓口の
広報を行った。

2

2

2

引き続き、相談員
のスキル向上のた
めの研修を継続す
る。

2

相談窓口として市
民からの相談に応
じる他、各人が、
性同一性障害等の
多様性を受容しな
がら、自尊感情を
育てる社会の実現
を目的とした研
修・講演等の実施
を予定している。

22

相談窓口の周
知広報

電話相談（教育一般）
を開設し、性に関わる
ことを含め、心配なこ
とや悩みなどの相談に
応じた。

こども未来
局

性的マイノリ
ティの人々の
人権を尊重す
る視点から相
談支援を実施
します

相談があった際に
は、相談者に寄り
添いながら丁寧な
支援に努めた。

性同一性障害
に関する相談
支援の実施
（児童相談所）

性同一性障害
に関する相談
支援の実施

性同一性障害
に関する相談
支援の実施
（教育相談セン
ター・室）

性同一性障害の保
護者や児童が、相
談に繋がりやすく
なるよう、引き続
き学校等の関連機
関との連携強化を
進めていく。

性同一性障害に悩む児
童に対し、連携して支
援した。

子ども自身の性同
一性の悩みに対す
る適切な助言等の
支援を行った。

児童家庭支
援・虐待対
策室
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人権・男女
共同参画室

児童家庭支
援・虐待対
策室

市民文化局
人権・男女
共同参画室

26

ドメスティック・
バイオレンスに
関する講座や
研修を実施し
ます。

デートＤＶ予防
啓発ワーク
ショップの実施

関係機関を対
象とした被害者
支援等に関す
る研修の実施

・大学生や専門学校
生、高校生を対象と
し、デートＤＶ予防啓
発ワークショップを実
施し、計7回、計633名
の参加があった。

「川崎市ＤＶ防止・被
害者支援基本計画」に
基づき、被害者支援等
に関する研修を実施
し、88名の参加があっ
た。

研修を実施するこ
とにより、ＤＶ被
害者を支援する関
係機関の理解を深
め、被害者支援を
推進した。

2

ＤＶ被害者に対
し、関係機関が連
携して取り組める
よう、引き続き研
修を実施してい
く。

こども未来
局

児童家庭支
援・虐待対
策室

デートＤＶ予防啓
発ワークショップ
を通じて啓発を実
施し、被害等の防
止を図った。

2

次年度もＤＶ防止
に向けた講座等を
行っていく。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

24

ＤＶ防止・被害
者支援基本計
画を推進し、配
偶者等からの
暴力による被
害者への支援
を実施します。

ＤＶ防止・被害
者支援基本計
画の推進

ＤＶ防止・被害
者支援基本計
画に基づく被
害者支援の推
進

ＤＶ被害者支援対策推
進会議等において、前
年度のＤＶ防止・被害
者支援基本計画に基づ
く施策の進捗管理につ
いて報告し課題等の共
有に努めるとともに、2
月に計画の進捗状況調
査を実施した。

ＤＶ防止・被害者
支援基本計画に基
づき取組を推進す
ることで、体系的
なＤＶ被害者支援
や啓発の実施に繋
がった。

2

現行計画の計画期
間がR1年度で終了
となることから、
R1年度は次期計画
改定作業を行う。

市民文化局

①川崎市ＤＶ相談支援
センターを中心に相談
を行い、被害者の人権
擁護及び自立のための
支援を行った。
②ＤＶ被害者支援のた
め、神奈川県や民間
シェルター等への緊急
一時保護を実施すると
ともに、民間団体の運
営等への支援を行っ
た。
③「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計画」
に基づき施策を推進し
た。
④川崎市ＤＶ相談支援
センターの広報のた
め、関係機関等へ、チ
ラシ等を配布するなど
広報活動を行った。

①川崎市ＤＶ相談
支援センターを中
心に相談を行い、
被害者の人権擁護
及び自立のための
支援を行った。
②ＤＶ被害者支援
のため、神奈川県
や民間シェルター
等への緊急一時保
護を実施するとと
もに、民間団体の
運営等への支援を
行った。
③「川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基
本計画」に基づき
施策を推進した。
④川崎市ＤＶ相談
支援センターの広
報のため、関係機
関等へ、チラシ等
を配布するなど広
報活動を行った。

2

「川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基
本計画」に基づ
き、ＤＶ被害者の
人権を擁護し、川
崎市ＤＶ相談支援
センターを中心に
関係機関等と連携
しながらＤＶ被害
者への支援を推進
していく。

こども未来
局

(9)ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進

　　「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に基づき、被害者への支援とＤＶ防止に向けた取組を進めます。

25

ドメスティック・
バイオレンスの
防止に向けた
啓発パンフレッ
ト等の作成、配
布や情報提供
を行います。

啓発物品の作
成や配布、ＤＶ
に対する正しい
理解の促進

・パーブルリボンをデ
ザインしたファイルを
作成した。
・「女性に対する暴力
をなくす運動期間」に
あわせ区役所番号表示
システムや川崎駅河川
情報掲示板、広報コー
ナーなどで展示・広報
を行った。
・成人の日を祝うつど
いのパンフレットに
デートＤＶ予防啓発広
報を掲載した。

啓発品の配布や、
啓発広報文の掲載
によって、ＤＶ支
援相談窓口の周知
や予防啓発に繋
がった。

2

ＤＶ予防・啓発を
目的とした啓発品
をイベント等で配
布し、ＤＶ予防・
啓発を図る。
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女性に対するあら
ゆる暴力の防止と
被害者への支援に
向けた取組を実施
した。

2

・引き続き、｢かわ
さき労働情報｣にお
いて、男女雇用機
会均等法や性別を
理由にする差別等
について相談でき
る窓口の案内記事
等を掲載する。
・引き続き、「働
くためのガイド
ブック」におい
て、男女雇用機会
均等法やセクハ
ラ・パワハラにつ
いての記事を掲載
する。

機会を捉え、ハラ
スメント防止に向
けた情報提供を
行っていく。

・「かわさき労働情
報」において、性別を
理由にする差別等につ
いて相談できる窓口の
案内記事を掲載した。

・「働くためのガイド
ブック」において、男
女雇用機会均等法やセ
クハラ、パワハラにつ
いての記事を掲載し
た。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女平等はもとよ
り、多様な性のあ
り方についての考
え方や、性の違い
によるハラスメン
ト防止の考え方を
周知することがで
きた。

2

男女共同参画
センターによる
企業等への出
前講座

企業向けＬＧＢ
Ｔ（「ＳＯＧＩハ
ラ」防止）セミ
ナーの実施

階層別研修 階層別研修でハラスメ
ントに関する研修を
行った。
参加者数：新規採用職
員研修（280人）、採用
2年目職員研修（eラー
ニング）（298人）、中
堅職員研修（213人）、
係長研修Ⅰ（191人）、
新任課長研修（122
人）、技能・業務職員
研修（28人）、任期付
職員研修（eラーニン
グ）(48人)

H30年度は、団体等への
出前講座・研修におい
てセクシュアル・ハラ
スメント、パワー・ハ
ラスメントに関する依
頼が２件あった。

・今年度から３回連続
講座（H30.11.15、
H30.12.21、H31.1.25）
として、実施した。
・３回で約100人の参加
があった。
・第２回及び第３回で
はゲストスピーカーに
よる講演も設定したこ
とにより、内容が深
まった。

人権・男女
共同参画室
（人権班）

総務企画局
行政改革マ
ネジメント
推進室

セクハラ、パワ
ハラ、マタハ
ラ、パタハラ防
止に向けた男
女共同参画セ
ンターによる情
報提供

ハラスメント防
止に向けた啓
発パンフレット
等の作成や配
布、情報提供と
ともに、被害者
への相談支援
を行います。

27

「かわさき労働
情報」「働くた
めのガイドブッ
ク」等による防
止に向けた広
報

労働相談 市内２か所で実施して
いる常設の労働相談の
ほかに、神奈川県と共
催で月１回の弁護士労
働相談・年７回の街頭
労働相談を開催し、職
場で起きたセクハラの
問題についても相談を
受けた。

ハラスメントの防
止等を含む人権に
関する研修、服務
に関する研修を各
研修で行った。

2

次年度も引き続
き、研修を実施す
る。

2

引き続き労働相談
業務を継続する。

団体等の依頼に基
づき、出前講座を
行うことで、啓発
を行った。

2

出前講座等は依頼
に基づき、実施し
ていくとととも
に、ニーズ把握を
しながら、講座等
の企画をおこなっ
ていく。

29

市職員に対し
ハラスメントの
防止に向けた
研修等を行うと
ともに、相談窓
口での相談対
応を実施しま
す。

28

ハラスメントに
関する講座や
研修を実施し
ます。

　　セクシユアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等の防止に向けた取組とともに、相談支援を行います。

(10)様々なハラスメントの防止と被害者支援の推進

人権・男女
共同参画室

経済労働局 労働雇用部

市民文化局

・男女共同参画セン
ターのホームページ上
にセクシュアル・ハラ
スメント等の防止に関
するｗｅｂサイトのリ
ンクを張り、情報発信
を行った。

男女共同参画セン
ターのホームペー
ジ上で情報提供を
行い、ハラスメン
ト防止を図った。

2

企業関係者が参加
しやすい日程や時
間帯を、より検討
する必要がある。

経済労働局 労働雇用部

街頭労働相談では
女性が話しやすい
ように女性相談員
による相談コー
ナーを設けた。他
の相談においても
相談者の状況を理
解したうえで中立
的な立場から相談
を受けることに配
慮した。

市民文化局
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市民文化局

市民文化局

こども未来
局

女性の相談員を配
置するなど、性犯
罪被害者等が相談
しやすい体制によ
り被害者支援を
行った。 2

ポスター等の掲示
を行うことで、女
性に対する暴力被
害の啓発に繋がっ
た。

2

引き続き、内閣府
が作成する広報物
等を市内各施設で
配架し、性暴力や
売買春根絶に向け
た啓発を行う。

犯罪被害者等支援相談
を実施し、各種犯罪被
害に対し、専門の相談
員が面接や電話等によ
り各種支援施策の情報
提供を行った。

人権オンブズ
パーソン制度
（子どもに対す
る性暴力等被
害相談への対
応）

11月の児童虐待防止推
進月間を中心に、民生
委員児童委員等関係団
体と連携し、市内各所
で啓発活動を実施し
た。また川崎フロン
ターレと連携し、虐待
防止等について、市民
への普及啓発を図っ
た。

人権オンブ
ズパーソン
担当

児童家庭支
援・虐待対
策室

民生委員児童委員
等関係団体、川崎
フロンターレに加
え、ＮＰＯと連携
した効果的な普及
啓発を実施した。 2

より効果的な広報
啓発に努め、事業
内容などを充実さ
せる必要がある。

平成30年度児童相談所
における児童虐待相
談・通告件数は3,063件
あり、相談・通告に対
して迅速かつ適切に対
応した。また、要保護
児童対策地域協議会等
を活用し、関係機関と
連携しながら児童及び
保護者を支援した。

関係機関と連携を
図りながら、適切
な対応と相談支援
に努めた。

1

児童虐待の早期発
見と早期対応のた
め、引き続き関係
機関と連携してい
く。

こども未来
局

子どもからの相談等に
対し、迅速・適切な対
応に努めた。

相談等を通じて、
性暴力・性犯罪被
害の防止に向けた
対応を行った。

2

引き続き、早期発
見・早期対応に努
める。

市民オンブ
ズマン事務
局

児童虐待防止
推進月間を中
心とした児童虐
待の防止、早
期発見に向け
た普及啓発活
動の実施

関係機関と連
携した児童相
談所における
虐待相談・通
告への対応

ポスター掲示
等による啓発

犯罪被害者等
支援相談の実
施

女性保護事業
の実施

内閣府が作成したJKビ
ジネスや人身取引防止
に向けたポスター及び
リーフレットを、市内
各施設で掲示・配架し
た。

こども未来
局

児童家庭支
援・虐待対
策室

犯罪被害者相談等
の各種研修会等へ
の参加などを通
し、相談員のスキ
ル向上に努めなが
ら取組を継続して
行う。

川崎市ＤＶ相談支援セ
ンターを中心に性暴力
等を受けた被害者の相
談支援に応じ、安全確
保が必要な被害者には
関係機関と連携して一
時保護を行った。

被害女性の訴えを
確認しながら、女
性の立場に立った
支援を行った。

2

平成29年4月1日に改正
した「川崎市職員のセ
クシュアル・ハラスメ
ント及びパワー・ハラ
スメント及び妊娠、出
産、育児又は介護に関
するハラスメントの防
止に関する要綱」の周
知を行った。

「要綱」の周
知、相談窓口
の周知及び対
応の実施

人権・男女
共同参画室

地域安全推
進課

30

性暴力及びス
トーカー等の防
止に関する啓
発及び被害者
への支援を行
います。

総務企画局

引き続き関係機関
と連携しながら、
被害者女性の支援
をしていく。

　　防止に向けた取組を進めるとともに、関係機関と連携した被害者支援を行います。

児童家庭支
援・虐待対
策室

人事課

要綱について周知
を行い、セクハ
ラ、パワハラだけ
ではなく、妊娠、
出産、育児又は介
護に関するハラス
メントに係る本市
の取組方針を示し
た。

2

要綱について、引
き続き周知を行っ
ていく。

29

市職員に対し
ハラスメントの
防止に向けた
研修等を行うと
ともに、相談窓
口での相談対
応を実施しま
す。

(11)性暴力や売買春などの根絶に向けた施策の推進

31

子どもに対する
性暴力・性犯
罪被害の防止
及び早期発見・
早期対応に努
めます。
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33

男性のさまざま
な悩みにかか
る相談事業を
推進します。

男女共同参画
センター男性
相談 市民文化局

人権・男女
共同参画室
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(2020)

R3
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R1
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R2
(2020)

R3
(2021)

男女共同参画
センターの男
性向け事業の
男性が参加し
やすい企画・実
施

各区に配置した区・教
育担当を中心に、関係
機関と連携し、子ども
に対する性暴力や性犯
罪を含めた問題の把握
に努め、速やかに情報
共有を行うとともに、
その状況に応じて適切
に支援を行った。

小・中学生を対
象とした「ＣＡＰ
子どもワーク
ショップ」の実
施

区・教育担当を
中心とした性暴
力被害を含め
たさまざまな問
題への適切な
支援の実施

引き続き、イキメ
ン研究所メンバー
増員に向けた取組
も行っていく。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

人権・共生
教育担当

教育委員会
事務局

指導課

市民文化局
人権・男女
共同参画室

再掲目標Ⅰ　事業番号20

引き続き、男性向
け講座を開催す
る。

34

男性が主体と
なって企画運
営を行う子育て
サロン等の開
催を通じ、男性
の家庭や地域
活動への参画
を促進します。

男女共同参画
センターのイキ
メン研究所

・H30年度は、主に絵本
読み聞かせ、親子コン
サートの開催や、冊子
「ちちしるべ」の改訂
を行った。

本活動を通して、
男性の家庭生活へ
の積極的な参画を
促進した。

2

35

両親学級や子
育てセミナー等
において、男性
が参加しやす
い講座時間・内
容を企画しま
す。

・男女共同参画セン
ターが主催するイキメ
ン研究所において、
「パパのための子育て
サロン」を計５回開催
し、計５００名の参加
があったほか、高津区
との共催で講座を計４
回開催し計２９名の参
加があった。

男性向け講座の実
施を通じ、男性の
家事・子育て等へ
の主体的な参加を
促進した。

2

各区・教育担当が
中心となり、状況
や必要に応じて学
校、区役所、児童
相談所、警察等、
関係機関が連携し
て対応し、適切に
支援した。

2

今後も、各区・教
育担当を中心に関
係機関が連携し、
子どもに対する性
暴力や性犯罪を含
めた問題の把握に
努め、速やかに対
応し、適切に支援
するよう努めてい
く。

32

長時間労働を
前提とした従来
の働き方を見
直し、男性が家
庭生活や地域
活動に参画で
きる多様な働き
方・生き方につ
いて啓発を進
めます。

男性向け啓発
事業
男女共同参画
センターにおけ
る男性向け事
業（講座等）の
実施
（育休パパとママ
のための職場復帰
セミナー＆カフェ）

・育休パパとママのた
めの職場復帰セミナー
＆カフェを計2回実施
し、男性14人女性28
人、合計42人の参加が
あった。
・ライフキャリア講座
50代からの生き方講座
を開催し、男性55人女
性101人、合計156人の
参加があった。

・職場復帰セミ
ナーは両親での参
加という形をとる
ことで、男性の理
解促進を図った。
・ライフキャリア
講座は、定年退職
後に夫婦間で起き
る問題点などにつ
いて話すなど、夫
婦で参加しやすい
内容とした。

2

引き続き、男性が
働き方や生き方に
ついて気づきを得
る場の提供を実施
する。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

教育委員会
事務局

説明会を実施し、担当
者に事業の趣旨の説明
を行った。また、子ど
もの権利学習（ＣＡＰ
プログラム）子ども
ワークショップを小学
校29校、中学校5校、約
4,000名の児童生徒に対
して、権利の大切さを
教え、安全・安心につ
いて理解を深めること
ができるよう実施し
た。

平成28年度から中
学校も実施対象に
している。平成30
年度は、4校で実施
した。学年の実態
に応じたプログラ
ム（中学校1年生と
2，3年生では実施
内容が異なる）の
実施が定着しつつ
ある。

1

中学校での実施回
数の拡充に努めて
いく。

3　家庭生活への男性の参画促進

(12)男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

　　意識啓発や相談事業等を通じて、男女共同参画について男性の理解の促進を図ります。

(13)家事・子育て・介護等家庭生活における男性の主体的な参画の促進

　　男性が参加しやすいように配慮した講座開催などを通じて、男性の家庭生活への参画を促進します。

31

子どもに対する
性暴力・性犯
罪被害の防止
及び早期発見・
早期対応に努
めます。
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両親学級の土
曜日、日曜日
の開催
川崎市父子手
帳の配布

引き続き実施して
いく。

幸区役所 地域支援課

本年度同様に教室
を開催する。

認知症家族介護教室を
年1回実施し、認知症に
関する正しい知識を普
及した。

男女ともに参加し
やすい教室となる
よう、講師や内容
について検討し
た。

2 川崎区役所 地域支援課

こども保健
福祉課

健康福祉局

地域支援課高津区役所

男女共に参加があ
り、自主活動をす
る区内介護者の会
の参加へと繋がる
きっかけとこと
なった。
また、グループ
ワークを通じ介護
者同士交流が図れ
た。
参加募集に際して
は男女共に幅広く
参加できるようチ
ラシ配布や市政だ
よりを活用し広報
をした。

2

今年度同様に年２
回講演会実施をし
男女共に幅広く参
加できるよう広報
する。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した
介護教室等の
実施

男女共同参画の視点か
ら、市・区における
様々な機会を活用して
男性にも参加を促すよ
う、積極的にＰＲを
行った。

男女共同参画の視
点から、適切に実
施することができ
た。

2

今後も、誰もが参
加しやすい講座の
開催に向け、取組
を推進する。

介護教室においては、
認知症についての講演
会を２回実施し介護者
の会は７回実施した。
うち５回は男性を含め
新規の参加があった。

男女共に参加しや
すい講演会や教室
となるよう、講師
や内容について検
討した。

2

関係機関・団体の
協力により積極的
に広報するととも
に、介護について
困っている区民が
より多く参加でき
るように、関係機
関や部署と連携し
て事業を行う。

男性の参加促
進に配慮した、
認知症家族介
護教室の実施

家族介護者支援講演会
を年2回実施。第1回は
「がんばらない介護」
第2回は「身近な人が認
知症がはじまったら」
をテーマに講演会を実
施した。

健康増進課

地域支援課中原区役所

・各区において初産婦
とそのパートナー等を
対象に両親学級を実施
した。（実施回数及び
延べ人数未確定）
・平日に区で開催する
両親学級に参加できな
い方を対象に、川崎市
看護協会において年８
回（土曜日）（延べ人
数未確定）、川崎市助
産師会において年６回
（日曜日）両親学級を
実施した。（延べ人数
未確定）
・母子健康手帳交付時
に、妊産婦のメンタル
ヘルスや父親の積極的
な育児参加の普及啓発
のためパパと子手等を
配布した。

健康づくり、介護予防
を目的とした体操教室
やサロンの活動支援を
実施した。区内で76の
自主グループの活動を
支援し、3つの新規活動
が発足した。運営側に
男性の参加もある。

ボランティア・参
加者の多数は女性
であるが、男性ボ
ランティアが中心
のサロンも発足
し、継続活動して
いる。

2

男女共同参画の理
解の促進に向け、
計画していた取組
を実施した。

1

・次年度も引き続
き両親学級を開催
するとともに、就
労している妊婦や
父親のニーズを踏
まえ、休日の開催
回数を増やして実
施する。
・次年度も引き続
き父親が妊娠・出
産・育児に関心を
持てるように父子
手帳の配布を行
う。

こども未来
局

35

両親学級や子
育てセミナー等
において、男性
が参加しやす
い講座時間・内
容を企画しま
す。

36

男性の参加促
進など男女共
同参画の視点
に立った介護
教室等を実施
します。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施
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生涯学習推
進課

今後も家族で介護
教室に参加するこ
とを促すなど、男
女ともに参加する
ことを働きかけ
る。

37

男性の子育て
参加の促進な
ど男女共同参
画の視点に
立った家庭教
育支援事業を
推進します。

家庭教育支援
事業の推進

教育文化会館・市民館
において｢家庭・地域教
育学級」の実施にあ
たっては、男女が共同
して子育てする視点を
持つことを意識して
行った。

男性にとっての男
女共同参画の意義
についての理解の
促進につながる事
業を実施した。

地域支援課

地域支援課

地域支援課麻生区役所

多摩区役所

宮前区役所

今後も固定的な役
割意識にとらわれ
ない男女平等の視
点で実施してい
く。男女共に幅広
く参加できるよう
広報する。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男女平等の視点に
立ち、介護教室な
どを実施すること
ができた。

2

・学習会や座談会を年6
回実施。介護者及びボ
ランティアとの交流に
より、精神的負担の軽
減ができた。また介護
者が具体的なケアの方
法や最新の情報が得ら
れた。

2

次年度も引き続
き、男女共同参画
の視点に立った家
庭教育支援事業を
推進する。

教育委員会
事務局

2

平成31年度も引き
続き、男女の区別
なく参加できるよ
うに広報・事業内
容を検討し取り組
む。

・認知症介護者教室を
２回開催、参加人数は
計１１名。

男女平等な広報に努め
た。

男女共に参加が
あった。
アンケートの結果
は概ね好評だっ
た。

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

男性の参加促
進に配慮した、
各区における
介護教室等の
実施

認知症高齢者介護教室
を年５回実施した。
男性介護者も増加する
ことが考えられる中
で、男女とも参加しや
すく学習しやすい環境
に配慮した。

認知症介護教室の
広報を行うと同時
に、教室の一環と
して認知症講演会
を開催すること
で、男女を問わず
認知症高齢者への
理解を進め、協働
して介護をするた
めの働きかけがで
きた。 また、男女
を問わず認知症介
護教室を幅広く広
報した。

2

36

男性の参加促
進など男女共
同参画の視点
に立った介護
教室等を実施
します。

(14)男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進
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